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△△の管理に関する情報の公開に関するモデル規程 
 

（趣旨） 

第１条 この規程は、香川県情報公開条例（平成12年香川県条例第54号。以下「条例」という。）第30

条の規定により、【公の施設の名称△△】の管理に関する情報の公開について必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この規程において「文書等」とは、【指定管理者の名称○○】（管理に関する業務を委託した

場合は、委託先を含む。以下この条及び次条において同じ。）が、当該指定に係る△△の管理に関す

る業務について作成し、又は取得した文書、図画及び写真（これらを撮影したマイクロフィルムを含

む。以下同じ。）並びに電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

とができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であって、○○が組織的に用いるものとして、

○○が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

(1) 香川県知事その他の条例第２条第２項に規定する実施機関（以下「知事等」という。）に提出し、

知事等において行政文書（条例第２条第１項の行政文書をいう。）として保有されている文書等の

指定管理者における控え 

(2) ○○により、一般の閲覧、配布等に供しているもの 

(3) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 

（○○の責務） 

第３条 ○○は、この規程の解釈及び運用に当たっては、個人に関する情報が保護されるように最大限

の配慮を行うものとする。 

２ ○○は、文書等を適正に管理するものとする。 

（公開申出者の責務） 

第４条 この規程の定めるところにより文書等の公開の申出をしようとするものは、情報公開条例の目

的に即し、適正な申出に努めるとともに、文書等の公開を受けたときは、これによって得た情報を適

正に使用しなければならない。 

（公開の申出をすることができるもの） 

第５条 次に掲げるものは、○○の代表者（以下「●●」という。）に対し、文書等の公開（第５号に

掲げるものにあっては、当該利用に係る文書等の公開に限る。）の申出をすることができる。  

(1) 香川県の区域内に住所を有する個人  

(2) 香川県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体  

(3) 香川県の区域内の事務所又は事業所に勤務する者  

(4) 香川県の区域内の学校に在学する者  

(5) △△を利用したもの 

（公開申出等） 

第６条 前条の規定による文書等の公開の申出（以下「公開申出」という。）は、第１号様式（以下「公

開申出書」という。）を●●に提出することより行うものとする。 

２ ●●は、公開申出書に形式上の不備があると認めるときは、公開申出をしたもの（以下「公開申出

者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、

●●は公開申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。 

３ ●●は、公開申出があったときは、当該公開申出の対象が第２条第１号に規定するものに該当する

かどうかを直ちに確認し、該当する場合は、直ちに当該公開申出者に対して、この規程による公開申

出の対象外である旨を伝えなければならない。 

４ ●●は、第２条の委託先が保有する文書等について公開申出があった場合は、当該文書等を●●に

提出させなければならない。 

 

（非公開情報該当性の判断等） 

第７条 文書等についての非公開情報該当性の判断及び一部公開並びに第三者（公開申出者以外の個人

又は法人等をいう。）の保護については、条例の定めの例による。 

（文書等の存否に関する情報）  

第８条 公開申出に対し、当該公開申出に係る文書等が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情

報を公開することとなるときは、●●は、当該文書等の存否を明らかにしないで、当該公開申出を拒
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否することができる。 

（公開申出に対する決定等） 

第９条 ●●は、公開申出に係る文書等の全部若しくは一部を公開するとき、又は全部を公開しないと

き（文書等の存否を明らかにしないで公開申出を拒否するとき、公開申出に係る文書等を保有してい

ないとき及び文書等に該当しないときを含む。）は、その旨の決定をし、公開申出者に対し、第２号

様式により回答するものとする。ただし、当該決定の内容が、全部を公開する旨であって、公開申出

書の提出があった日に文書等の公開をするときは、口頭により回答することができる。 

(公開決定等の期限) 

第10条 前条の決定（以下「公開決定等」という。）は、公開申出書が提出された日から起算して原則

として15日以内に行うものとする。ただし、第６条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、

当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ ●●は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項に規定する期間を延長することが

できる。この場合において、●●は、速やかに、公開申出者に対し延長後の期限及び延長の理由を書

面により通知するものとする。 

３ 前項の場合において、●●は、公開申出書が提出された日から起算して60日以内に決定するよう努

めるものとする。 

（公開の実施） 

第11条 ●●は、公開決定をしたときは、速やかに、公開申出者に対し、文書等の公開を行う 

ものとする。 

２ 文書等の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録について

は別表に定める方法により行う。 

３ ●●は、文書等の管理のため必要があるときその他相当の理由があるときは、当該文書等の写しに

より公開を行うことができる。 

４ 文書等の公開は、●●が指定する日時に○○の事務所又は●●の指定する場所において行 

う。 

（費用負担） 

第12条 前条第１項の規定により文書等の公開を受けるものは、別表で定める額の費用を○○に納入し

なければならない。 

（異議の申出等） 

第13条 公開決定等又は公開申出に係る不作為について不服がある公開申出者及び反対意見書を提出

した第三者は、●●に対して書面により異議の申出（以下「異議申出」という。）をすることができ

る。 

２ 公開決定等についての異議申出は、公開決定等があったことを知った日の翌日から起算して３月以

内にしなければならない。 

３ ●●は、第１項の異議申出があった場合は、前項の期間の経過後になされたものである等明らかに

不適切なものであるときを除き、当該異議申出の対象となった公開決定等又は公開申出に係る不作為

について検討を行った上で、当該異議申出をしたものに対し、書面により回答するものとする。 

（知事等による助言等） 

第14条 ●●は、この規程の実施に関し必要があるときは、知事等に対し、指導、助言等を求めること

とする。 

（委任） 

第15条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事等と協議の上、●●が別に定める。 

 

附 則 

１ この規程は、平成18年４月１日から施行する。 

２ この規程は、施行日以後に作成し、又は取得した文書等について適用する。 

 

附 則 

 この規程は、平成28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

情報公開に関する費用 

参考 

区      分 方   法 金      額 

１ 文書又は図画 用紙にカラー以外のもので複写したものの交

付 

１枚につき10円 

用紙にカラーで複写したものの交付 １枚につき20円 

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及びＸ

6281又はＸ6241に適合する直径120ミリメー

トルの光ディスクの再生装置で再生すること

が可能なものに限る。以下同じ。）に複写した

ものの交付 

１枚につき100円

に当該文書又は図

画１枚ごとに10円

を加えた額 

２ 紙その他これに類

するものに印字し、

又は印画する方法に

より出力することが

できる電磁的記録 

用紙にカラー以外のもので複写したものの交

付 

１枚につき10円 

用紙にカラーで複写したものの交付 １枚につき20円 

フレキシブルディスクカートリッジ（日本産

業規格Ｘ6223に適合する幅90ミリメートルの

ものに限る。）に複写したものの交付 

１枚につき100円 

 

光ディスクに複写したものの交付 １枚につき100円 

３ ２の項に掲げるも

の以外の電磁的記録

（電子計算機による

情報処理の用に供さ

れるものに限る。） 

光ディスクに複写したものの交付 １枚につき100円 

４ ２の項又は３の項

に掲げるもの以外の

電磁的記録 

録音カセットテープ（日本産業規格Ｃ5568に

適合する記録時間120分のものに限る。）に複

写したものの交付 

１巻につき200円 

ビデオカセットテープ（日本産業規格Ｃ5581

に適合する記録時間120分のものに限る。）に

複写したものの交付 

１巻につき300円 

光ディスクに複写したものの交付 １枚につき100円 

 

備考 

１ 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を１枚として算定する。 

２ 日本産業規格Ａ列３番による用紙を超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本

産業規格Ａ列３番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。 

３ 生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）の規定による保護を受けている者又は天災その他

の災害により生活に困窮していると認められる者からの公開申出である場合は、公開費用を

免除する。 

 


